
 

 

仕 様 書 

 

１ 業務名 

 市立こども園戸外保育における運送等業務 

 

２ 業務目的 

 堺市に所在する市立こども園の戸外保育における、運送サービスの提供等を目的とする。 

 

３ 履行場所 

 堺市内ほか 

 

４ 履行期間 

 契約締結日から令和 9 年 3 月 31 日まで 

 

５ 業務内容 

（１）運送経路 

以下のとおり、こども園から目的地までの往復とする。なお、時刻は多少の変更があり

得るものとする。 

〇共愛こども園 

【晴天時】施設滞在 4 歳児：2 時間 45 分、5 歳児：3 時間 15 分 

往路 

出発地 出発時刻 

共愛こども園 4～5 歳児：9 時 15 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

堺市総合防災センター 4～5 歳児：10 時 15 分 

復路 

出発地 出発時刻 

堺市総合防災センター 4 歳児：13 時 00 分 

5 歳児：13 時 30 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

共愛こども園 4 歳児：14 時 00 分 

5 歳児：14 時 30 分 

  

【雨天時】施設滞在 4 歳児：2 時間 45 分、施設滞在 5 歳児：3 時間 15 分 

往路 

出発地 出発時刻 

共愛こども園 4～5 歳児：9 時 15 分 



 

 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

堺市総合防災センター 4～5 歳児：10 時 15 分 

復路 

出発地 出発時刻 

堺市総合防災センター 4 歳児：13 時 00 分 

5 歳児：13 時 30 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

共愛こども園 4 歳児：14 時 00 分 

5 歳児：14 時 30 分 

 

〇錦西こども園 

【晴天時】施設滞在 4～5 歳児：3 時間 15 分 

往路 

出発地 出発時刻 

錦西こども園 4～5 歳児：9 時 20 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：10 時 00 分 

復路 

出発地 出発時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：13 時 15 分  

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

錦西こども園 4～5 歳児：13 時 50 分 

 

【雨天時】施設滞在 4～5 歳児：3 時間 15 分 

往路 

出発地 出発時刻 

錦西こども園 4～5 歳児：9 時 20 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：10 時 00 分 

復路 

出発地 出発時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：13 時 15 分 

                  ↓ 



 

 

到着地 到着時刻 

錦西こども園 4～5 歳児：13 時 50 分 

 

〇英彰こども園 

【晴天時】施設滞在 4 歳児：3 時間 10 分、5 歳児：3 時間 25 分 

往路 

出発地 出発時刻 

英彰こども園 4～5 歳児：9 時 20 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

堺市総合防災センター 4～5 歳児：10 時 5 分 

復路 

出発地 出発時刻 

堺市総合防災センター 4 歳児：13 時 15 分 

5 歳児：13 時 30 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

英彰こども園 4 歳児：14 時 00 分 

5 歳児：14 時 15 分 

 

【雨天時】施設滞在 4～5 歳児：2 時間 55 分 

往路 

出発地 出発時刻 

英彰こども園 4～5 歳児：9 時 20 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

堺市総合防災センター 4～5 歳児：10 時 5 分 

復路 

出発地 出発時刻 

堺市総合防災センター 4～5 歳児：13 時 00 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

英彰こども園 4～5 歳児：13 時 45 分 

 

〇東陶器こども園 

【晴天時】施設滞在 4～5 歳児：3 時間 

往路 

出発地 出発時刻 

東陶器こども園 4～5 歳児：9 時 15 分 



 

 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

堺市総合防災センター 4～5 歳児：10 時 00 分 

復路 

出発地 出発時刻 

堺市総合防災センター 4～5 歳児：13 時 00 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

東陶器こども園 4～5 歳児：13 時 30 分 

 

【雨天時】施設滞在 4～5 歳児：3 時間  

往路 

出発地 出発時刻 

東陶器こども園 4～5 歳児：9 時 15 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

堺市総合防災センター 4～5 歳児：10 時 00 分 

復路 

出発地 出発時刻 

堺市総合防災センター 4～5 歳児：13 時 00 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

東陶器こども園 4～5 歳児：13 時 30 分 

  

〇宮園こども園 

【晴天時】施設滞在 4～5 歳児：3 時間 45 分 

往路 

出発地 出発時刻 

宮園こども園 4～5 歳児：9 時 00 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

大仙公園と緑化センター 4～5 歳児：9 時 30 分 

復路 

出発地 出発時刻 

大仙公園と緑化センター 4～5 歳児：13 時 15 分  

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

宮園こども園 4～5 歳児：13 時 45 分 

 



 

 

【雨天時：第 1 希望】施設滞在 4～5 歳児：3 時間 45 分  

往路 

出発地 出発時刻 

宮園こども園 4～5 歳児：9 時 00 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

緑化センター 4～5 歳児：9 時 30 分 

復路 

出発地 出発時刻 

緑化センター 4～5 歳児：13 時 15 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

宮園こども園 4～5 歳児：13 時 45 分 

 

【雨天時：第 2 希望】 

往路 

出発地 出発時刻 

宮園こども園 契約締結後に、協議 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

バス周遊 契約締結後に、協議 

復路 

出発地 出発時刻 

バス周遊 契約締結後に、協議 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

宮園こども園 契約締結後に、協議 

※バス周遊については、契約締結後に、発注者と受注者で協議のうえ、契約金額内でルート 

 等を設定するものとする。 

 

〇登美丘東こども園 

【晴天時】施設滞在 4～5 歳児：3 時間 00 分 

往路 

出発地 出発時刻 

登美丘東こども園 4～5 歳児：9 時 15 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

堺市総合防災センター・舟渡池公園 4～5 歳児：10 時 00 分 

復路 



 

 

出発地 出発時刻 

堺市総合防災センター・舟渡池公園 4～5 歳児：13 時 00 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

登美丘東こども園 4～5 歳児：13 時 30 分 

 

【雨天時】施設滞在 4～5 歳児：2 時間 45 分 

往路 

出発地 出発時刻 

登美丘東こども園 4～5 歳児：9 時 15 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

堺市総合防災センター 4～5 歳児：10 時 00 分 

復路 

出発地 出発時刻 

堺市総合防災センター 4～5 歳児：12 時 45 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

登美丘東こども園 4～5 歳児：13 時 15 分 

 

 

〇日置荘こども園 

【晴天時：第 1 希望】施設滞在 4 歳児：3 時間 25 分 、5 歳児：3 時間 50 分 

往路 

出発地 出発時刻 

日置荘こども園 4～5 歳児：9 時 15 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：9 時 35 分 

復路 

出発地 出発時刻 

ソフィア堺 4 歳児：13 時 00 分  

5 歳児：13 時 25 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

日置荘こども園 4 歳児：13 時 20 分  

5 歳児：13 時 45 分 

 

【晴天時：第 2 希望】施設滞在 4 歳児：3 時間 25 分 、5 歳児：3 時間 50 分 



 

 

往路 

出発地 出発時刻 

日置荘こども園 4～5 歳児：9 時 15 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

大泉緑地 4～5 歳児：9 時 35 分 

復路 

出発地 出発時刻 

大泉緑地 4 歳児：13 時 00 分  

5 歳児：13 時 25 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

日置荘こども園 4 歳児：13 時 20 分  

5 歳児：13 時 45 分 

 

【雨天時：第 1 希望】施設滞在 4～5 歳児：1 時間 45 分  

往路 

出発地 出発時刻 

日置荘こども園 4～5 歳児：9 時 15 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：9 時 35 分 

復路 

出発地 出発時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：11 時 20 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

日置荘こども園 4～5 歳児：11 時 40 分 

 

【雨天時：第 2 希望】 

往路 

出発地 出発時刻 

日置荘こども園 契約締結後に、協議 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

バス周遊 契約締結後に、協議 

復路 

出発地 出発時刻 



 

 

バス周遊 契約締結後に、協議 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

日置荘こども園 契約締結後に、協議 

※バス周遊については、契約締結後に、発注者と受注者で協議のうえ、契約金額内でルート 

 等を設定するものとする。 

 

〇浜寺石津こども園 

【晴天時】施設滞在 4～5 歳児：2 時間 30 分  

往路 

出発地 出発時刻 

浜寺石津こども園 4～5 歳児：9 時 00 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：9 時 45 分 

復路 

出発地 出発時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：12 時 15 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

浜寺石津こども園 4～5 歳児：12 時 45 分 

 

【雨天時】施設滞在 4～5 歳児：2 時間 30 分 

往路 

出発地 出発時刻 

浜寺石津こども園 4～5 歳児：9 時 00 分 

                  ↓ 

 

到着地 到着時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：9 時 45 分 

 

復路 

出発地 出発時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：12 時 15 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

浜寺石津こども園 4～5 歳児：12 時 45 分 

 

〇津久野こども園 



 

 

【晴天時】施設滞在 4～5 歳児：3 時間 40 分 

往路 

出発地 出発時刻 

津久野こども園 4～5 歳児：9 時 20 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

堺市総合防災センター 4～5 歳児：9 時 50 分 

復路 

出発地 出発時刻 

堺市総合防災センター 4～5 歳児：13 時 30 分  

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

津久野こども園 4～5 歳児：14 時 00 分 

 

【雨天時】施設滞在 4～5 歳児：3 時間 10 分  

往路 

出発地 出発時刻 

津久野こども園 4～5 歳児：9 時 20 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

堺市総合防災センター 4～5 歳児：9 時 50 分 

復路 

出発地 出発時刻 

堺市総合防災センター 4～5 歳児：13 時 00 分  

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

津久野こども園 4～5 歳児：13 時 30 分 

 

〇上神谷こども園 

【晴天時】施設滞在 3～5 歳児：2 時間 45 分  

往路 

出発地 出発時刻 

上神谷こども園 3～5 歳児：9 時 00 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

奈良おもちゃ美術館 3～5 歳児：9 時 45 分 

復路 

出発地 出発時刻 



 

 

奈良おもちゃ美術館 3～5 歳児：12 時 30 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

上神谷こども園 3～5 歳児：13 時 15 分 

 

【雨天時】施設滞在 3～5 歳児：2 時間 45 分 

往路 

出発地 出発時刻 

上神谷こども園 3～5 歳児：9 時 00 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

奈良おもちゃ美術館 3～5 歳児：9 時 45 分 

復路 

出発地 出発時刻 

奈良おもちゃ美術館 3～5 歳児：12 時 30 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

上神谷こども園 3～5 歳児：13 時 15 分 

 

〇宮山台こども園 

【晴天時】施設滞在 4～5 歳児：3 時間 40 分 

往路 

出発地 出発時刻 

宮山台こども園 4～5 歳児：9 時 15 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：9 時 35 分 

復路 

出発地 出発時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：13 時 15 分  

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

宮山台こども園 4～5 歳児：13 時 35 分 

 

【雨天時】施設滞在 4～5 歳児：3 時間 40 分 

往路 

出発地 出発時刻 

宮山台こども園 4～5 歳児：9 時 15 分 

                  ↓ 



 

 

到着地 到着時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：9 時 35 分 

復路 

出発地 出発時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：13 時 15 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

宮山台こども園 4～5 歳児：13 時 35 分 

 

〇若松台こども園 

【晴天時】施設滞在 4～5 歳児：3 時間 

往路 

出発地 出発時刻 

若松台こども園 4～5 歳児：9 時 15 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

大阪市下水道科学館・高見新家公園 4～5 歳児：10 時 00 分 

復路 

出発地 出発時刻 

大阪市下水道科学館・高見新家公園 4～5 歳児：13 時 00 分  

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

若松台こども園 4～5 歳児：13 時 45 分 

 

【雨天時】施設滞在 4～5 歳児：2 時間 30 分 

往路 

出発地 出発時刻 

若松台こども園 4～5 歳児：9 時 15 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

大阪市下水道科学館 4～5 歳児：10 時 00 分 

復路 

出発地 出発時刻 

大阪市下水道科学館 4～5 歳児：12 時 30 分  

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

若松台こども園 4～5 歳児：13 時 15 分 

 

〇新金岡こども園 



 

 

【晴天時】施設滞在 4～5 歳児：3 時間 

往路 

出発地 出発時刻 

新金岡こども園 4～5 歳児：9 時 30 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

堺市総合防災センター 4～5 歳児：10 時 00 分 

復路 

出発地 出発時刻 

堺市総合防災センター 4～5 歳児：13 時 00 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

新金岡こども園 4～5 歳児：13 時 30 分 

 

【雨天時】施設滞在 4～5 歳児：3 時間 

往路 

出発地 出発時刻 

新金岡こども園 4～5 歳児：9 時 30 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

堺市総合防災センター 4～5 歳児：10 時 00 分 

復路 

出発地 出発時刻 

堺市総合防災センター 4～5 歳児：13 時 00 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

新金岡こども園 4～5 歳児：13 時 30 分 

 

〇東浅香山こども園 

【晴天時】施設滞在 4～5 歳児：3 時間 15 分 

往路 

出発地 出発時刻 

東浅香山こども園 4～5 歳児：9 時 15 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：9 時 45 分 

復路 

出発地 出発時刻 



 

 

ソフィア堺 4～5 歳児：13 時 00 分  

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

東浅香山こども園 4～5 歳児：13 時 30 分 

 

【雨天時】施設滞在 4～5 歳児：3 時間 15 分  

往路 

出発地 出発時刻 

東浅香山こども園 4～5 歳児：9 時 15 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：9 時 45 分 

復路 

出発地 出発時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：13 時 00 分  

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

東浅香山こども園 4～5 歳児：13 時 30 分 

 

〇美原にしこども園 

【晴天時】施設滞在 4 歳児：2 時間 45 分、5 歳児：3 時間 45 分 

往路 

出発地 出発時刻 

美原にしこども園 4 歳児：9 時 30 分 

5 歳児：9 時 45 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

大泉緑地 4 歳児：10 時 00 分 

5 歳児：10 時 15 分 

復路 

出発地 出発時刻 

大泉緑地 4 歳児：12 時 45 分 

5 歳児：14 時 00 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

美原にしこども園 4 歳児：13 時 15 分 

5 歳児：14 時 30 分 

 

【雨天時】 



 

 

往路 

出発地 出発時刻 

美原にしこども園 契約締結後に、協議 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

バス周遊 契約締結後に、協議 

復路 

出発地 出発時刻 

バス周遊 契約締結後に、協議 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

美原にしこども園 契約締結後に、協議 

※バス周遊については、契約締結後に、発注者と受注者で協議のうえ、契約金額内でルート 

 等を設定するものとする。 

 

〇美原ひがしこども園 

【晴天時】施設滞在 4～5 歳児：3 時間 15 分 

往路 

出発地 出発時刻 

美原ひがしこども園 4～5 歳児：9 時 15 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：9 時 45 分 

復路 

出発地 出発時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：13 時 00 分  

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

美原ひがしこども園 4～5 歳児：13 時 30 分 

 

【雨天時】施設滞在 4～5 歳児：3 時間 15 分 

往路 

出発地 出発時刻 

美原ひがしこども園 4～5 歳児：9 時 15 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：9 時 45 分 

復路 



 

 

出発地 出発時刻 

ソフィア堺 4～5 歳児：13 時 00 分 

                  ↓ 

到着地 到着時刻 

美原ひがしこども園 4～5 歳児：13 時 30 分 

 

（全園共通事項） 

・道路の混雑状況等により、発着時刻は多少の変更があり得るため、協議のうえ決定するこ

と。ただし、施設滞在時間については発注者の指定時間を確保するものとする。 

・施設及び駐車場の予約は、発注者が行う。予約状況により目的地が第 2 希望になる場合が

ある。駐車場の予約ができなかった場合には、周辺駐車場に駐車もしくは、目的地出発時

刻まで周遊いただく場合がある。 

（２）使用する大型バス等について 

使用する車両は、一般貸切旅客自動車運送事業における車両とする。乗車人数によって 

適切な種類の大型バス等を用意すること。また、1 座席に 1 人が着席することとし、補助

席の使用を職員に限り認める。 

（３）乗車人数について 

〇共愛こども園 

 4 歳児 5 歳児 

園児数 30 人 27 人 

職員数 6 人 6 人 

 〇錦西こども園 

 4 歳児 5 歳児 

園児数 25 人 27 人 

職員数 4 人 4 人 

○英彰こども園 

 4 歳児 5 歳児 

園児数 27 人 27 人 

職員数 6 人 4 人 

〇東陶器こども園 

 4 歳児 5 歳児 

園児数 38 人 42 人 

職員数 6 人 6 人 

 〇宮園こども園 

 4 歳児 5 歳児 

園児数 30 人 32 人 

職員数 7 人 7 人 

〇登美丘東こども園（バス 2台での運行とする。） 

 4 歳児 5 歳児 



 

 

園児数 22 人 24 人 

職員数 4 人 6 人 

 〇日置荘こども園 

 4 歳児 5 歳児 

園児数 33 人 35 人 

職員数 7 人 7 人 

〇浜寺石津こども園（バス 2台での運行とする。） 

 4 歳児 5 歳児 

園児数 25 人 20 人 

職員数 4 人 4 人 

 〇津久野こども園 

 4 歳児 5 歳児 

園児数 30 人 30 人 

職員数 5 人 5 人 

〇上神谷こども園 

 3・4 歳児 5 歳児 

園児数 10 人 10 人 

職員数 3 人 3 人 

 〇宮山台こども園 

 4 歳児 5 歳児 

園児数 28 人 30 人 

職員数 5 人 5 人 

〇若松台こども園 

 4 歳児 5 歳児 

園児数 26 人 28 人 

職員数 5 人 5 人 

〇新金岡こども園 

 4 歳児 5 歳児 

園児数 32 人 32 人 

職員数 6 人 6 人 

〇東浅香山こども園（バス 2 台での運行とする。） 

 4 歳児 5 歳児 

園児数 29 人 29 人 

職員数 5 人 5 人 

 〇美原にしこども園 

 4 歳児 5 歳児 

園児数 52 人 56 人 

職員数 9 人 7 人 



 

 

（バス台数については、4 歳児は 2 台とし、5 歳児のバス台数については指定しない。しか

し 5 歳児バスが 1 台であった場合、5 歳児の園児数によっては、復路において 4 歳児バスで

ピストン走行を行う可能性がある。） 

〇美原ひがしこども園 

 4 歳児 5 歳児 

園児数 25 人 30 人 

職員数 5 人 3 人 

 

（全園共通事項） 

・乗車人数は見込み人数であり、入園申込みの状況や戸外保育当日までの状況により、変動

する。 

（４）運送引受書について 

   仕様書に基づき受注者により作成された運送引受書を発注者の指定する日までに提出

すること。また、下記の点について発注者と事前協議を行い、安全に配慮した行程とな

るようにすること。 

（ア） 予定走行距離や走行ルート 

（イ） 見込まれる運行速度 

（ウ） 運転時間・休憩時間等 

（エ） 運行予定貸切バスの配席図 

（オ） 運転者の休憩場所や車両の駐停車場所の確認 

（５）引率者について 

   引率者の配置は求めない。 

（６）運送サービスに関する留意事項 

（ア） 運送方法については、乗降場所で園児及び付添職員を乗車させ、目的地までの運送

を行うこととする。帰路についても同様とする。 

（イ） 行程・時刻は予定であり、変更の可能性もある。 

（ウ） 発注者の都合により中止とした場合は、一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款 

（昭和 62 年運輸省告示第 49 号）第 15 条の規定に基づき、受注者へ違約料を支払うも

のとする。（支払額は、下記のとおり。） 

違約料支払い額 

配車日の 14 日前から 8 日前まで 所定の運賃及び料金の 20％に相当する額 

配車日の 7 日前から配車日時の 24 時

間前まで 

所定の運賃及び料金の 30％に相当する額 

配車日時の 24 時間前以降 所定の運賃及び料金の 50％に相当する額 

（エ） 運送引受書に基づき目的地までの運送経路並びに実施日当日の道路交通情報を把握

し、安全な運行に努めるものとする。なお、当日の道路事情等により円滑な運送に支障

をきたすと考えられる場合は、受注者は、即座に代替経路を提案の上、こども園長の承

認を得て経路を変更し、運送引受書に記載の行程への影響を最小限に留めるよう対応す

るものとする。 



 

 

（オ） 運転手等車両内での常時禁煙を遵守すること。 

（カ） 安全運転管理者に対するアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認等の義

務に係る規定（道路交通法施行規則第 9 条の 10 第 6 号及び第 7 号の一部）に基づき、

運転者は運転前後にアルコールチェックを行い、こども園職員へ報告すること。万が一、

運転前に運転者のアルコール濃度が基準値を超過した場合、受注者は代替運転者を確保

し、業務に支障が無いようにすること。運転後のアルコールチェック結果については、

業務完了届提出時に記録表の写しを提出すること。 

（キ） バスの待機時等にはエンジンを停止させ、不要なアイドリングをしない等の環境へ

の配慮に取り組むこと。 

（ク） 本業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。また、本業務を終了した後も同様とす

ること。 

 

６ 実施日 

共愛こども園…    令和 8 年 11 月 13 日（金） 

錦西こども園…    令和 8 年 10 月 28 日（水） 

英彰こども園…    令和 8 年 10 月 27 日（火） 

東陶器こども園…  令和 8 年 10 月 21 日（水） 

宮園こども園…   令和 8 年 10 月 22 日（木） 

登美丘東こども園… 令和 8 年 10 月 23 日（金） 

日置荘こども園…  令和 8 年 11 月 06 日（金） 

浜寺石津こども園… 令和 8 年 10 月 15 日（木） 

津久野こども園…  令和 8 年 10 月 30 日（金） 

上神谷こども園…  令和 8 年 10 月 21 日（水） 

宮山台こども園…  令和 8 年 11 月 11 日（水） 

若松台こども園…  令和 8 年 10 月 20 日（火） 

新金岡こども園…  令和 8 年 10 月 29 日（木） 

東浅香山こども園… 令和 8 年 11 月 10 日（火） 

美原にしこども園… 令和 8 年 11 月 05 日（木） 

美原ひがしこども園…令和 8 年 11 月 12 日（木） 

（原則、上記に記載した日とするが、やむを得ない事情により変更となる場合は発注者と協

議の上、別日を設定する。） 

 

７ 雨天時及び感染症の感染拡大時における対応について 

（１）雨天決行とするが、台風等により暴風警報が発令された場合又は発令のおそれのある場

合、日程変更や中止の決定をすることがある。 

（２）こども園における感染症の感染拡大状況によっては、日程変更や中止の決定（一部の歳

児のみを含む。）をすることがある。 

（３）日程変更や中止があった場合は、前記５（６）（ウ）に基づく違約料の支払いを行う。

ただし、前 1 項の規定については、違約料の支払いは行わない。 

 



 

 

８ 有料道路通行料及び駐車料金等について 

（１）本業務において、有料道路通行料及び駐車料金等を支払う必要がある場合、受注者の立

替払とし、業務完了後、受注者の請求をもって、本市が別途支払うものとする。 

（２）本市への請求の際、有料道路通行料については利用証明書を、有料駐車場その他有料施

設については領収書の原本を提出すること。 

（３）有料道路の通行については、園児が乗車している区間のみとし、出庫からこども園まで

の区間及びこども園から帰庫までの区間の有料道路通行料は支払わないものとする。 

（４）目的地の施設入場料が必要な場合は、本市が支払うものとする。 

 

９ 感染症対策について 

（１）業務に従事する者の健康状態の把握に努め、業務に従事する際は、手洗い、うがい等

を励行し、感染の予防と拡大防止に努めるものとする。 

（２）発熱等の風邪症状がある場合は、業務に従事しないこととする。 

（３）戸外保育当日のバスの換気は適宜行うこと。 

 

１０ 必要資格及び提出書類について 

（１）道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第 4 条の規定に基づき国土交通大臣から一般貸

切旅客自動車運送事業の許可を受けている貸切バス事業者。もしくは、旅行業法（昭和 27

年法律第 239 号）第 3 条に規定する旅行業の登録を行っている者（旅行業法施行規則（昭

和 46年運輸省第 61号）第 1条の 3第 4項に規定する地域限定旅行業務を行う者を除く。）

であること。                                                                            

なお、貸切バス事業者は落札候補者に決定後、当該資格を有していることが確認できる

書類の写しを提出すること。旅行業の登録を行っている者については、入札参加申請時に

提出すること。 

（２）道路運送法第 20 条の基づき営業区域に運行の発地又は着地のいずれかが含まれている

事業者であること。 

（３）戸外保育実施日現在において、事業の全部又は一部の停止を命じられている期間中では

ない事業者であること。 

（４）公益社団法人日本バス協会貸切バス事業者安全性評価認定制度によって認定を受けた事

業者（以下「認定事業者」という。）であること。貸切バス事業者は、入札参加申請時に

認定事業者であることが確認できる書類の写しを提出すること。旅行業の登録を行ってい

る者については、落札候補者に決定後、提出すること。 

（５）旅客自動車運送事業運輸規則第 19 条の 2 及び平成 17 年国土交通省告示 503 号に基づ

き損害を賠償するための措置として、対人無制限、対物 200 万円以上の任意保険又は共済

に加入している事業者であること。落札候補者に決定後、当該保険証書の写しを提出する

こと。 

（６）見積書には、下記事項がわかるように記載すること。 

  ・園ごとのバス台数、金額 

  ・その他（手配手数料等） 



 

 

（７）見積書とあわせて運賃の積算内訳を記載した確約書を落札候補者に決定後、提出するこ

と。また、確約書には下記事項がわかるように記載すること。国土交通省が示す公示運賃

額を下回らないこと。 

  ・キロ制運賃 

  ・時間制運賃 

  ・手配バス業者（旅行業の登録を行っている者の場合） 

 

１１ 受注者の義務 

受注者は、再委託先等がある場合には、発注者へ申し出ること。また、再委託先が、当該運

送サービスを第三者に委任し、又は請け負わせることがないように、適切に管理、監督する義

務を負う。受注者は業務の全部、大部分、主要な部分を再委託してはならない。 

 

１２ 入札参加除外者を再委託先等とすることの禁止 

（１）受注者は、堺市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外を受けた者又は同要

綱別表に掲げる措置要件に該当する者を、再委託先並びに受注者及び再委託先の資材、原

材料の購入契約その他の契約の相手方（以下「再委託先等」という。）としてはならない。 

（２）これらの事実が確認された場合、本市は受注者に対し、当該再委託先等との再委託契約

等の解除を求めることができる。 

 

１３ 再委託契約等の締結について 

 受注者は、再委託先等との再委託契約等の締結にあたっては、契約締結時には本市の契約約

款に準じた暴力団排除条項を加えることとする。 

 

１４ 誓約書の提出について 

（１）受注者は、堺市暴力団排除条例第８条第２項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者

でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし契約書の作成を省略する契約の場合、

もしくは受注者が国若しくは地方公共団体その他公共団体又は本市の外郭団体である場

合はこの限りでない。 

（２）受注者は、再委託先等がある場合には、これらの者から堺市暴力団排除条例第８条第２

項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴して、本市へ提出しな

ければならない。 

（３）受注者及び再委託先等が当該誓約書を提出しない場合は、入札参加停止を行うものとす

る。 

 

１５ 不当介入に対する措置 

（１）受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴力団を利

することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為（以下

「不当介入」という。）を受けたときは、直ちに本市に報告し、警察に届け出なければなら

ない。 



 

 

（２）受注者は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、

直ちに本市に報告し、当該再委託先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければなら

ない。 

（３）本市は、受注者が本市に対し、（１）及び（２）に定める報告をしなかったときは、堺市

暴力団排除条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。 

（４）本市は、受注者又は再委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について

遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が（１）に定める報告及び届け出

又は（２）に定める報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の

措置をとるものとする。 

 

１６ その他 

（１）受注者は、本市の求めに応じ、適宜、報告・連絡及び打合せを行うこと。 

（２）受注者は、本市から業務の進捗状況等について説明を求められたときは、速やかに対

応すること。 

（３）仕様書の記載内容に疑義が生じた場合、仕様書に定めのない事項については、その都

度双方が協議して定めるものとする。 

（４）戸外保育の実施中に、不測の事態が起きた場合には、園児の安全を確保した上で適切な

処置を講じるとともに、その状況及び経過をただちに本市に報告すること。 

（５）戸外保育実施日に目的地の予約が第 1 希望・第 2 希望ともできなかった場合、双方協議

の上、場所の変更を行う。その際に、契約金額の変更が必要な場合は、速やかに変更契約

を行うこととする。 

（６）本契約にかかる全ての事項について、その責任を負うとともに、本市との間における連

絡、交渉、協議等の対応を行うこととする。 

（７）業務の遂行にあたって、道路交通法、道路運送法その他関係法令を遵守すること。 

 


